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次
刑
制
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明
ド
〕

の
を
受
け
た
無
線
開
却
の


の

無

線

検

査

簿

を

そ

の

て

使


用
す
る
無
線
開
局
を
定
め
る
件
を
廃
止
す
る


件
(
総
務
五
五
)


。
平
成
二
十
二
年
国
勢
調
査
の
人
口
述
報
集


計
に
よ
る
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
現
在


の
全
国
の
人
口
並
び
に
都
道
府
県
別
及
び


市
区
町
村
到
の
人
口
に
関
す
る
件


(
間
関
五
六
)
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丑三五

O 

…ム 
2

法
第
二 

七
条
の
ご
第
二
回
一
勺
の
総
務
省
令
で
定
め
る
無
線
局
は
、
同
期
内
そ
の
総
仙
似
の
然
綴
ぬ
の
滋
煎
そ
磁
答
ず
る

ご
よ
う
な
混
信
そ
の
他
の
妨
筈
を
与
え
る
お
そ
れ
が
な
い
場
所
に
設
置
す
る
墓
地
局
と
す
る
。

一
一
第
十
五
条
の
三
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

…
'
十
前
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
地
局

丸
山
設
備
続
期
第
四
十
九
条
の
六
の
一
二
第
一
項
及
び
第
四
項
に
議
定
す
る
技
術
基
準

点
出
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
三
一
第
一
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

む
印
設
備
規
則
第
関
十
九
条
の
し
ハ
の
四
第
一
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
技
術
墓
地
中

内
同
設
備
規
則
第
悶
十
九
条
の
六
の
四
第
一
一
境
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

》
服
役
備
規
則
第
悶
ト
九
条
の
ぃ
ハ
の
五
第
一
演
及
び
第
四
百
慣
に
規
定
す
る
技
術
基
準

内
服
役
備
規
則
樹
財
閥
十
九
条
の
六
の
五
第
一
頃
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

♂
部
設
備
線
別
第
閃
ト
九
条
の
ふ
ハ
の
九
第
一
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

ぬ
関
設
備
規
則
第
関
十
九
条
の
ふ
ハ
の
九
第
一
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

倒
設
備
燦
剣
第
川
川
小
九
条
の
ニ
十
八
第
一
一
機
、
第
一
一
項
、
第
笈
寝
及
び
第
七
壊
に
規
定
す
る
技
術
系
…
準
(
送
信

ぬ
バ
ー
ス
ト
日
後
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の
に
限
る
。
)

川
一
側
設
備
規
則
第
間
十
九
条
の
二
十
八
第
一
樹
、
第
二
項
、
第
六
筑
波
び
第
七
百
慣
に
規
定
す
る
技
術
基
準
(
送
俗

日
ヤ
バ
ー
ス
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の
に
奴
る

…ん 

ω
設
備
規
則
綴
閉
十
九
条
の
コ
十
九
第
一
州
側
、
第
一
一
機
、
銭
安
波
及
び
第
七
績
に
規
定
す
る
技
術
議
機

J

V

M

M

A
V勾

第
十
五
条
の
一
一
一
の
次
に
次
の
‘
品
取
を
飢
え
る
。


件
(
特
定
無
線
局
の
開
設
絡
の
脳
出
期
間
)


以
第
十
五
条
の
四
法
第
二
十
七
条
の
六
第
三
壊
の
総
務
小
受
取
で
定
め
る
熔
関
は
、
十
双
日
と
す
る
。


《
第
二
章
第
削
節
の
二
の
次
に
次
の
一
一
郊
を
加
え
る
。


学
第
四
節
の
三
無
線
設
構
の
技
術
基
療
の
策
定
等


ム
ヴ
(
無
線
設
備
の
技
術
基
準
の
策
定
等
の
中
出
の
手
続
)


ヱ
第
三
十
二
条
の
九
の
二
法
第
三
十
八
条
の
二
第 

項
の
怒
定
に
よ
る
取
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
頃
そ
記
載
し
た
別
表


L
j

ぶ

な

し

日
一
申
出
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

士
二
技
術
防
相
準
の
策
定
又
は
変
更
の
取
出
の
制
約

J

mwm

b
戸
第
九
条
の
二
た
だ
し
蓄
を
削
る
。

む
第
十
五
条
の
コ
ホ
「
第
二
十
七
条
の
二
」
を
「
第
二
十
七
条
の
ご
第
一
回
ぎ
に
改
め
、
同
糸
取
に
次
の
…
演
な
加
え
る
。

山
一
一
地
球
局
、
人
工
衛
照
明
↑
均
等
の
特
別
〈
第
一
一
千
二
品
川 

塑
…
一
十
二
条
の
九
〉
に
改
め
る
。

た
三
銭
絞
殺
織
の
技
術
蒸
準
の
策
定
綴
悼
の
ゆ
山
山
の
手
統
〈
第
‘
二
十
二
条
の
九
の
二
ご

l

お
放
送
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
五
日
巧
)
の
二
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
電
波

」
十
法
〈
昭
和
ニ
ト
五
等
法
律
第
省
三 

一
吟
)
の
規
定
に
ぷ
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
法
施
行
規
制
郊
の

な
一
泌
を
改
援
す
る
小
緩
ん
り
そ
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

ム

一

平

成

ご

十

一

一

一

年

二

月

一

一

十

五

日

総

務

大

箆

片

山

品

搬

出

掛

舟

》
滋
波
法
施
行
滋
郊
の
一
部
俊
改
正
ず
る
後
令

ム
一
議
淡
法
線
行
規
制
約
〈
昭
如
刊
二
十
五
郎 

潟
波
監
瑚
引
委
閥
会
規
則
第
十
聞
は
勺
〉
の
二
織
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

一
一
務
次
冷
「
書
館
三
地
球
局
、
人
工
衛
…
禁
容
の
特
則
〈
第
一
…
一
十
一
一
条
第
一
二
十
二
き
九
ど
を
嬬
韓
関

L
i

T

一
。
総
務
省
令
第
六
号

設
備
規
則
策
関
十
九
条
の
占
工
1

九
第
一
波
、
第
会
…
夜
、
第
六
液
及
び
第
七
割
慌
に
規
定
す
る
技
術
基
機

省 O 

A 
1ヲ

e

そ
の
代
表
者
の
氏
名

J

出
の
手
続

ご
第
二
号
の
六
の
様
式
の
申
出
蓄
に
、
原
案
を
添
え
て
、
総
務
大
渓
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
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策
定
す
べ
き
技
術
慕
準
の
概
要
又
は
行
う
べ
き
技
術
基
準
の
変
更
の
概
要

申
出
に
係
る
技
術
基
準
を
策
定
し
、
又
は
変
更
す
べ
き
理
由

中
出
に
係
る
技
術
基
準
の
原
案
に
適
合
す
る
無
線
設
備
が
他
の
無
線
局
に
混
信
そ
の
他
の
妨
害
を
与
え
な
い
こ

と
に
つ
い
て
の
試
験
の
結
果
そ
の
他
の
原
案
の
妥
当
性
の
評
価
に
資
す
る
事
項

六
申
出
人
が
従
事
し
て
い
る
事
業
の
種
類
及
び
そ
の
内
容
(
申
出
入
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
法

人
又
は
団
体
の
目
的
及
び
事
業
の
内
容
)

2

総
務
大
臣
は
、
申
出
の
審
査
に
際
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
申
出
人
に
出
頭
又
は
資
料
の
提
出
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
三
条
第
六
号

ωを
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
基
地
局
(
第
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
六
の
三
第
一
項

及
び
第
四
項
、
第
四
十
九
条
の
六
の
四
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
九
条
の
六
の
五
第
一
項
及
、
び
第
四
項
、

第
四

1
九
条
の
六
の
九
第
一
項
及
、
ひ
第
四
項
、
第
四
十
九
条
の
二
十
八
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
七

項
又
は
第
四
十
九
条
の
二
十
九
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る

無
線
設
備
(
第
四
十
九
条
の
二
十
八
第
一
項
、
第
二
項
、
第
五
項
及
び
第
七
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
適
合

す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
送
信
バ
ー
ス
ト
長
が
五
ミ
リ
秒
の
も
の
に
限
る
。
)
を
使
用
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下

「
フ
ェ
ム
ト
セ
ル
基
地
局
」
と
い
う
。
)


第
三
十
八
条
の
二
中
「
、
無
線
検
査
簿
」
を
削
る
。


第
三
十
八
条
の
三
第
一
項
中
「
無
線
検
査
簿
、
」
を
削
り
、
同
条
第
三
一
項
中
「
、
無
線
検
査
簿
」
を
削
る
。


第
一
一
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。


(
無
線
局
検
査
結
果
通
知
書
等
)

第
三
十
九
条
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
は
、
法
第
十
条
第
一
項
、
法
第
十
八
条
第
一
項
又
は
法
第
七
十
三
条
第

一
項
本
文
、
同
項
た
だ
し
書
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
行
い
又
は
そ
の
職
員
に
行
わ
せ
た

と
き
(
法
第
十
条
第
二
項
、
法
第
十
八
条
第
二
項
又
は
法
第
七
十
三
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
の
一
部
を
省
略

し
た
と
き
を
含
む
。
)
は
、
当
該
検
査
の
結
果
に
関
す
る
事
項
を
別
表
第
四
号
に
定
め
る
様
式
の
無
線
局
検
査
結
果
通

知
書
に
よ
り
免
許
人
等
又
は
予
備
免
許
を
受
け
た
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

2

免
許
人
等
は
、
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
か
ら
指
示
を
受
け
相
当
な
措
置
を
し
た
と

き
は
、
速
や
か
に
そ
の
措
置
の
内
容
を
総
務
大
臣
又
は
総
合
通
信
局
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
二
条
の
こ
を
第
四
十
二
条
の
三
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
(
報
告
)
」
を
付
す
る
。

第
四
十
-
一
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
「
(
人
工
衛
星
局
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
の
変
更
命

令
を
受
け
た
免
許
人
の
報
告
)
」
を
付
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
電
波
の
発
射
の
防
止
)

第
四
十
二
条
の
二
法
第
七
十
八
条
の
総
務
省
令
で
定
め
る
電
波
の
発
射
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
区
別
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た

だ
し
、
当
該
無
線
設
備
の
う
ち
、
設
置
場
所
(
移
動
す
る
無
線
局
に
あ
っ
て
は
、
移
動
範
囲
又
は
常
置
場
所
)
、
利

用
方
法
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
当
該
措
置
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
も
の
で
あ
っ
て
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
同
表
の
下
段
に
掲
げ
る
措
置
に
代
え
、
別
に
告
示
す
る
措
置
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
十
三
条
第
三
項
中
「
の
免
許
人
」
の
下
に
「
又
は
特
定
無
線
局
の
包
括
免
許
人
」

を
加
え
、
「
(
宇
宙
物
体
に
開

設
す
る
実
験
試
験
局
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
」
を
削
る
。

第
四
十
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
準
用
規
定
)

第
四
十
五
条
の
二
の
ニ
第
三
十
二
条
の
九
の
二
の
規
定
は
、
法
第
百
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
三
十
八
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
一
条
の
九
の
二
第
一
項
第
九
号
中
「
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
三
十
八
条
の
こ
の
こ
第
二
項
」
に

改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
九
の
十
第
二
項
中
「
(
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
を

削
る
。第

五
十
一
条
の
九
の
十
一
第
一
項
第
一
号
中
「
掲
げ
る
無
線
局
」
の
下
に
「
(
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を

除
く
。
)
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
掲
げ
る
無
線
局
」
の
下
に
「
(
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
)
」
を
加
え
、
同

項
第
三
号
中
「
次
号
」
の
下
に
「
及
び
第
五
号
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
包
括
免
許
人
が
開
設
す
る
第
二
号
に
掲

げ
る
無
線
局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
」
を
「
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
(
法
第

二
十
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
で
あ
っ
て
、
包
括
免
許
人
が
開
設
す
る
第
二
号
又
は

次
号
に
掲
げ
る
無
線
局
を
通
信
の
相
手
方
と
す
る
も
の
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
包
括
免
許
に
係
る
特
定
無
線
局
(
法
第
二
十
七
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
当

該
特
定
無
線
局
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
区
域

第
五
十
一
条
の
九
の
十
一
第
二
項
第
一
号
中
「
当
該
無
線
局
及
び
当
該
特
定
無
線
局
の
免
許
人
が
同
一
の
者
で
あ
る

場
合
に
限
る
。
」
を
「
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
無
線
局
に
係
る
も
の
に
限
る
。
」
に
改
め
、
「
す
る
も
の
で
あ

る
場
合
」
の
下
に
「
(
当
該
無
線
局
及
び
当
該
特
定
無
線
局
の
免
許
人
が
同
一
の
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
)
」
を
加
え
る
。

第
五
十
一
条
の
十
の
五
中
「
第
二
十
四
条
の
三
第
二
号
」
を
「
第
二
十
四
条
の
四
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
表
示
者
」
の
下
に
「
(
法
第
百
三
一
条
の
二
第
十
一
項
の

表
示
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
」
を
加
え
る
。

五

そ
の
他
の
盆線E 

備設

四
げ

無るf定奇

(法

線局無線

に局

係るも第� 

の二
に十
限七
る条
Jの
の二
j照第
線一

備設号に� 

掲

備設す設人

る工

験実衛星

試局
験そ
局の
を他
含の
む字
。宙

以局

両5の手高体
muご

線開

放送

局
の

無線

備設

及び

定固

局
用携帯線無る置、ラト|常非

無設備規設ンイ川立
機線備、 スポ置指

航空則第ン示í~~ 
機四ダ、線

川語十寄娘標韻� 

無の捜

線機三の用位索救助

及び五に置指用

生正

最浪

設

備� 

線中

撤す去

空

を

る
」ヲ

と

す去

る該通空
こ通信線中
と{言の
。に相を

係る方手撤

空で
中ある

線若るこ
無と

し線又
く局は
はの当

変無言
調部線

を設備

撤去か線
ら局

す当の

の
送

が
で

な当
い該
よ無
う線

措置備設

をに
講対
じす
るる
こ遠

と。指隔

ノT会I、

き

去す

又と空

はが線中

電源、難困を

備設な撤

を場合去す

撤にる

去すあこ
っと

るて
こは空
と 、線中

)。送信機を

給撤

電線るこ

電池

を
取
り

外す
」ヲ

と

必

要

な

措

置
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l

第
五
十
一
条
の
」 

五
第
一
項
第
一
号
中
「
、
第
二
項
」
の
下
に
「
、
第
三
一
項
」
を
加
え
、

官 幸日

第
六
項
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
七
十
二
条
」
を
「
第
七
十
一
条
の
五
、
第
七
十
一

号
中
「
第
二
十
四
条
」
の
下
に
「
、
第
七
十
一
条
の
五
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
の
表
中

係
る
電
波
利
用
料
を
口
座
振
替
に
よ
り
納
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
百
三
条
の
一

特
定
免
許
等
不
要
局
を
開
設
し
た
者
又
は
表
示
者
は
、
そ
の
開
設
し
又
は
表
示
を
付
し

域
専
用
電
波
に
係
る
電
波
利
用
料
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
十
三
号
の
こ
の
様
式
)
」
に
改
め
、

条
第
三
項
中
「
別
表
第
十
四
号
の
様
式
」
の
下
に
「
(
広
域
専
用
電
波
に
係
る
電
波
利
用
料

γ

号
の
二
の
様
式
)
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
一
墳
を
加
え
る

「
工
二
の
三
包
括
免
許
に

当
該
特
定

係
る
特
定
無
線
局

た
る
無
線

(
法
第
二
十
七
条
の

一
一
第
一
号
に
掲
げ
る 

条」
にの条の く特(係の

及び

に第
係規の四 )定ニるニ
る定二

改 五
め 項

無に十法第 ~ 線よ九 特定線無日許5げ長無線局を型Fi 売
局る第二 項同 を「

登一十
r 録項七 第四除る局に 及び� 

国一}州来
)

」一

表
五
の
項
中
「
三
の
四
の
項
」
の
下
に
「
及
び
三
の
五
の
項
」
を
加
え
る
。

に無むのび条二 所行
第
五
十
二
条
の
二
第
四
号
中
「
第
四
十
二
条
の
二
」
を
「
第
四
十
二
条
の
三
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
号
の
三
一
第 
1
の
表 
1
の
項
中
「
浪
お
冷 

相
同
掴
」
を
「
浪
ω
∞
冷 

溜 

S
N
W

S
N
S
N

あ線J九法の十 つ
つ設に第第三七 主Mm

別
表
第
二
号
の
五
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

い
咽 
δ
》
浦
難
叫
同
議
吊
)
内
同
議
桝
構
局
)
減
尚
崎
明
吊
)
丑 

E
S

き幸

S採

〉十

問� 

漕

浦
諮
問
同
議
内
同
議
桝
内
情
滅
州
問
機
岳
民
瑚

を

の
設

包括許免

にの条の に線無二(法第係の 除を掲げ限に線無
限第る四係る規定二の五
る局二


無に十法
 〉く特定る� に命線IEり局
線よ九第 三係J係るにも掲苛にげ十条七空線球tt

のる局登る第ー二十
項も

録項七 のるの局に 局にの

と当て備規二七十条者請申
はの項十ーの
、設す定に条 、二 するこ特該定

常置所場るおの法第十又
置場所 届出い七 六は がと線無て第二第登


に準二十一録
 で局
きの)移す動あ用す項七項人

つ条の
区る線無

てる法の第法住 

るは場iロh、第三所 
 域設� 
m~ 、 七十二

線そを十二十第


{蔚
法


局の合条及七


民

舟

当

図

的
廿

〉

m
慈

同

月

(

瀦 

ω日
山
伊 

，
瀦
品
目
出
伊 

温

S
C
S
M
M
N
G

S
N
S
N

4社
H

第
双
十
一
条
の
十
一
の
二
の
五
第
一
項
中
「
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
を
希
望
す
る
電
波
利

第
百
三
条
の
二
第
一
項
の
起
算
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
前
日
(
包
括
免
許
等
(
法
第
百

す
る
包
括
免
許
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
百
三
条
の
二
第
五
項

う
日
)
ま
で
に
、
別
表
第
十
三
号
の
様
式
」
を
「
当
該
電
波
利
用
料
の
納
期
限
と
な
る
日
か

条
の
二
第
二
項
前
段
に
規
定
す
る
電
波
利
用
料
に
あ
っ
て
は
、
九
月
三
十
日
)
ま
で
に
、
別

崩
出
を
行
う
日
ま
で
に
、
別
表
第
十
四
号
の
二
の
様
式
の
申
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ

信
局
長
に
申
し
出
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
二
の
五
第
四
項
中
「
到
来
す
る
起
算
日
又
は
十
月
一
日
(
広
域
専

料
の
場
合
に
限
る
。
)
以
後
の
期
間
(
包
括
免
許
等
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
免
許
等
後
毎
年
到

の
日
に
応
当
す
る
日
か
ら
始
ま
る
各
一
年
の
期
間
及
び
当
該
包
括
免
許
等
の
日
の
属
す
る
月

の
包
括
免
許
等
の
日
に
応
当
す
る
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
期
間
。
第
五
十
一
条
の
十

に
係
る
」
を
「
納
期
限
が
到
来
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削
る
。

第
五
十
一
条
の
十
一
の
五
中
「
到
来
す
る
起
算
日
以
後
の
期
間
(
特
定
免
許
等
不
要
局
を

に
あ
っ
て
は
、
満
了
日
に
応
当
す
る
日
以
後
の
期
間
)
に
係
る
」
を
「
納
期
限
が
到
来
す
る

当
該
特
定
無
線
局
の
送
信
の
制
御
を
行
う
主

た
る
無
線
局
の
無
線
設
備
の
設
置
場
所

申
請
者
又
は
登
録
人
の
住
所
(
法
第
二
十
七

条
の
二
十
六
第
一
項
、
法
第
二
十
七
条
の
三

十
一
、
法
第
二
十
七
条
の
一
二
十
二
及
び
法
第

七
十
条
の
七
第
二
項
(
法
第
七
十
条
の
九
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
)
に

規
定
す
る
届
出
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
無
線
設

備
の
設
置
場
所
(
移
動
す
る
無
線
局
に
あ
っ

て
は
、
常
置
場
所
)
)

置
場
所

に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
二
一
の
四
の
項
ま
で
」
を
「
コ
一
の
三
の
項
ま
で
及
び
三
の
五
の
項
」
に
改
め
、
同

叫
略
図
的

4
d
m
州

⑧ 国

畑
」
に
改
め
る
。

江z 



ま
議
波
法
第
38

条
の

�
 

2
5

 
司
ヨ
出
に
関
<
l
.
Q
連
絡
資
任
者
ー
の
織
は
、
個
人
の
場
合
に
は
也
住
所
、
所
属
:
&
び
氏
名
の
記
戦
後
基
悲
し
な
い

e

寸
第

100
条
2お

い
で
す
仏
用
す
る
湾
法
第

38~誌
の

 2
第

 1
項
の
綴
定
に

 3志向づき、
下
認
の
と

6
 
当
該
織
に
~
昔
日
後
吉
区
殺
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
綴
会
は
、
そ
の
欄
に
別
総
に
記
殺
す
る
旨
を
記
殺
し
、
こ
の

お
り
を
終
し
出
ま
す
。
�
 

様
式

に
定

め
る

規
格

の
潟

紙
に

適
宜

記
織

す
る

こ
と

。

謀
総
終
g
]

 n~"'iみJ嘉
子
。
。

長
~
気
憾
悶

 n\t' 8
1
1
終

 H
王
子
「
第

 73条
主
総

 1
壊
た
だ
し
書
及
び
間
条
第

 5
務
の
検
査
並
び
に
無
線
検
交
簿
の
備
付
け
を

白己� 
長

l
 
技
術
主
主
主
終
の
策
定
又
は
変
;
艇
の
$
般
の
j
J
lJ

2
 
策

定
す

ベ
ぢ

技
術

主
事

準
の

概
婆

又
は

行
う

べ
き

技
術

基
準

の
変
B授

の
概
要

(常∞的機求人止〉

車
社
iに

係
る

然
線

局
の

種
別

�
 

(2) 
eド

出
に

係
る

然
線

潟
の

図
的

�
 

(3) 
申

出
に

係
る

無
線

路
の

周
波

数
の

範
密

�
 

辺
(4) 

そ
の

他
策

定
す

べ
き

技
術

基
準

の
概

要
又

は
行

う
ベ

波
紋

税
iil
基

準
の

変
更

の
概

袈
�

 

3
 
府

出
に

係
る

技
術

基
準

を
策

定
し

、
又

は
変

更
す

べ
き

寝
泊

�
 

4
ド
出
に
係
る
技
術
基
準
の
療
費
誌
に
適
合
サ
る
無
線
設
備
が
惣
の
主
義
線
局
に
混
信
そ
の
ま
主
の
妨
言
容
を
与

え
な

い
こ

と
に

つ
い

て
の

試
験

の
総

長
長

そ
の

他
の

原
案

の
妥

当
性

の
終

備
に

資
す

る
事

項
�

 

5
持
出
入
が
従
事
し
て
い
る
事
業
の
穐
類
及
び
そ
の
内
考
察
(
申
出
入
が
法
人
又
は
ffi
体
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の

法
人

又
は

団
体

の
お

釣
及

び
事

業
の

内
容

〉

取
お

に
関

す
る

連
絡

安
任

者

省
略

し
た

無
線

路
に

対
す

る
法

第
10

条
第

�
 

1
灘、� 

m
1
8
条

第
�

 
l
環

滋
び

に
第
73
条

第
�

 
l
項

本
文

及
び

間
条

第
4
項

の
検

佼
J

;zcl 
r第

10
条

第
�

 
p

薦
、
法
第
18

条
第

�
 

1
喚

又
は

法
第
73

条
第

�
 

1
項
本
文
、
間
取
た
だ
し
:
書
、
第

4
羽
毛
悲
し
く
は
第
�
 

5
項
の
規
定
に
よ
る
検
公
(
法
第

10
条
第

 2
攻
、
法
第

 18~決
策

 2
項
又
は
法
第

 73条
第

 3
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
一
郎

 

が
省

略
さ

れ
た

ち
の

を
徐

く
。

)J
以
'

注
無
線
検
獲
量
簿
の
備
付
け
を
重
要
す
る
然
線
局
に
あ
っ
て
は
、
然
線
検
交
禁
事
に

て
く
だ
さ
い
。

r[¥丙
率

引
�

 
J

住
所

所
属

氏
名

今年}
ぷ
謡
音
'
l
l
!
!
:

主主
指
示
事
項
織
に
記
織
が
あ
る
場
合
は
、
雲
監
護
法
施
行
線
刻
第

39条
第

2
現
の
綴
~

に
よ

り
、

当
該

指
示

に
対

応
し

て
と

っ
た

捻
鼠

の
内

容
を

速
や

か
に

報
告

し
て

く
た

敏
話

番
号

員
長
付
し

浅
い
。

瀦
テ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
�
 

:t
立
法
第
73

灸
第

�
 

3
項

の
規

定
J

!.2'
辺

(
D
;
z
ド
ヱ
;
誘
惑
溺
絡

A
列

4
番
}

「i
第

18
条

第
�

 
2
項

又
l

1
指

示
事

積
)

注
取

出
入

の
欄

の
記

載
は

、
次

に
よ

る
こ

と
。

;..ld 
主主

指
示

事
務

繍
に

に
よ

り
、

当
該

指
(

l
)

住
所

に
つ

い
て

は
、

法
人

又
は

団
体

の
機

会
は

、
本

底
又

は
主

た
る

務
務

所
の

所
在

地
を

記
載

す
る

と
と

。

さ
い
。

(2) 
氏

名
を

自
警

を
で

記
入

し
た

と
き

は
、

押
印

そ
物

附
で

き
る

。
法

人
又

は
凶

体
の

場
合

は
、

そ
の
i商
事
予
又
は
�
 

名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
<
l
る
こ
と
と
し
、
代
表
若
手
が
氏
名
そ
を
自
筆
で
記
入
し
た
と

き
は

、
押

印
を

省
略

で
き

る
。

た
だ

し
、

申
出

入
が

滋
の

機
関

、
地

方
公

共
i遺

体
、

法
律

に
よ

り
直

後
に

設
!
.
2
吉
ぎ
泡
'
医
科
~
;
Z
c
l
~
泌
総
g
]

 nit'.lJ和的。

立
さ

れ
た

法
人

及
び

特
別

の
法

律
に

よ
り

特
5
き

の
設

立
行

為
を

も
っ

て
設

立
さ

れ
た

法
人

の
機

会
は

、
代

表

短

ミ壁

NW2MW

N 回「む翠州明中山 法的 山円以券 

一」
記
殺
が
あ
る
場
合
は
、
事
な
波
法
施
行
規
則
第

39
条
第

 2
~
顔
の
綴
f
E

示
に
対
応
し
て
と
っ
た
措
置
の
内
考
察
当
を
速
や
か
に
報
告
し
て
く
だ

11
謀
総
十

lil
三ミ� 宗
務
緩
や
窓
口
P
モ

ト
努
3
項

J
 ;zcl 

r第
 2
~
疑
~
安
室
長
苦
心
。

1n
8

I
モト� 

f
篤

l
¥t' 

I
第

2
攻

j
;zcl 

r
項

及
び

第
2
項

J
!
.
2
帯
当
公
的
。

者
の
氏
名
の
紀
建
設
な
獲
し
な
い
。

い
て
は
、

(3) 
申
出
入
が
タ
ネ
潟
人
で
あ
る
場
合
は
、

日
本

に
お

け
る

居
住

地
を

記
載

す
る

こ
と
。
�
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